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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第５部門第３区分
【発行日】平成29年7月27日(2017.7.27)

【公開番号】特開2015-99008(P2015-99008A)
【公開日】平成27年5月28日(2015.5.28)
【年通号数】公開・登録公報2015-035
【出願番号】特願2014-206153(P2014-206153)
【国際特許分類】
   Ｆ２３Ｑ   7/00     (2006.01)
   Ｈ０５Ｂ   3/48     (2006.01)
   Ｈ０５Ｂ   3/12     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｆ２３Ｑ    7/00     　　　Ｓ
   Ｆ２３Ｑ    7/00     ６０５Ｋ
   Ｆ２３Ｑ    7/00     　　　Ｕ
   Ｈ０５Ｂ    3/48     　　　　
   Ｈ０５Ｂ    3/12     　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成29年6月13日(2017.6.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筒状を成す筒状体と、
　前記筒状体の内側に設けられ、通電によって発熱する発熱体と、
　前記筒状体と前記発熱体との間を接続する接続部であって、前記発熱体との溶接によっ
て形成された溶融部を有する接続部と
　を備えるグロープラグであって、
　前記発熱体は、タングステン（Ｗ）またはモリブデン（Ｍｏ）から主に成り、
　前記溶融部における前記発熱体との界面から少なくとも２０μｍまでの部位は、ニッケ
ル（Ｎｉ）を含有しないことを特徴とするグロープラグ。
【請求項２】
　前記接続部は、鉄（Ｆｅ）から主に成るとともにクロム（Ｃｒ）を含有する部位と、ク
ロム（Ｃｒ）から主に成る部位との少なくとも一方の部位を有する、請求項１に記載のグ
ロープラグ。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載のグロープラグであって、
　前記筒状体は、ニッケル（Ｎｉ）または鉄（Ｆｅ）から主に成るとともに、先端側に位
置する先端部と、後端側に位置する後端部とを備え、
　前記筒状体の中心軸上に位置する前記先端部の部位のうち、前記筒状体の外側から前記
中心軸に沿って１００μｍまでの部位に含まれるクロム（Ｃｒ）の含有量は、１３質量％
以上である、グロープラグ。
【請求項４】
　請求項１または請求項２に記載のグロープラグであって、
　前記筒状体は、ニッケル（Ｎｉ）または鉄（Ｆｅ）から主に成るとともに、先端側に位
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置する先端部と、後端側に位置する後端部とを備え、
　前記筒状体の中心軸上に位置する前記先端部の部位のうち、前記筒状体の外側から前記
中心軸に沿って１００μｍまでの部位に含まれるクロム（Ｃｒ）の含有量は、１８質量％
以上である、グロープラグ。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
（３）上述のグロープラグにおいて、前記筒状体は、ニッケル（Ｎｉ）または鉄（Ｆｅ）
から主に成るとともに、先端側に位置する先端部と、後端側に位置する後端部とを備え、
前記筒状体の中心軸上に位置する前記先端部の部位のうち、前記筒状体の外側から前記中
心軸に沿って１００μｍまでの部位に含まれるクロム（Ｃｒ）の含有量は、１３質量％以
上であってもよい。この形態によれば、先端部における耐酸化性を十分に確保できる。そ
の結果、グロープラグの耐久性を十分に向上させることができる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
（４）上述のグロープラグにおいて、前記筒状体は、ニッケル（Ｎｉ）または鉄（Ｆｅ）
から主に成るとともに、先端側に位置する先端部と、後端側に位置する後端部とを備え、
前記筒状体の中心軸上に位置する前記先端部の部位のうち、前記筒状体の外側から前記中
心軸に沿って１００μｍまでの部位に含まれるクロム（Ｃｒ）の含有量は、１８質量％以
上であってもよい。この形態によれば、先端部における耐酸化性をいっそう確保できる。
その結果、グロープラグの耐久性をいっそう向上させることができる。
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